
議案第 ６７ 号 

 

字の変更について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

当市の区域内の字を別紙のとおり変更し、土地改良法（昭和２４年法律第  

１９５号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５４条第４項の規

定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行するものとする。  

 

              令和 ２ 年１２月 ９ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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別紙（変更調書）

大字 字 地　　　　　　　番 大字 字

花見 徳左エ門下 ５３５の１から５３５の３まで、５３６の１、 花見
５３６の２、５３７から５４１まで、５４２の一部、
５４９の一部、５５０から５９０まで、
６０７から６１１まで

居掛下 ６１２から６２１まで、６３６から６４４まで、
６４６から６４８まで、６６８から６７１まで、
７３０から７５２まで

十八石 ９８４から１００１まで、
１００２から１００４までの各一部、
１００５から１０３０まで、１０３２から１０４３まで、
１０５５、１０５７、１０８８から１１０２まで

嘉佐エ門田 １１０４、１１０５の一部
田堤 １２２８、１２２９、１２３０の１、１２３０の２、

１２３１から１２６６まで、１２６７の一部、
１２７１の一部、１２７２から１２８０まで、
１３３５から１３３８まで、１３４２から１３５７まで、
１３５９から１３６５まで、１３７９の一部、
１３８５の一部、１３８６から１４０２まで、
１４６２の一部

水葉 １４０３から１４２４まで、１４２５の一部、１４３１、
１４３２から１４３８までの各一部、
１４３９から１４４８まで、１４４９の一部、
１４５０の一部、１４５１から１４５７まで、
１４５８から１４６１までの各一部、１４６３の一部、
１４６４の一部、１４７４の一部、１４７５の一部、
１４７７の一部、１４７８の一部、１４８５の１の一部、
１４８６の１の一部、１４８６の２の一部、
１４８７の１、１４８７の２、１４８８の１、
１４８８の２、１４８９の１から１４８９の３まで、
１４９８の１、１４９８の２、１５００、
１５０１の１から１５０１の４まで、１５０２の１、
１５０２の２、１５０４の１、１５０４の２、１５０５、
１５０６の１、１５０６の２、１５１７の１、
１５１７の２、１５１８の１、１５１８の２、
１５１９の１、１５１９の２、１５２０の１、
１５２０の２、１５２１の１、１５２１の２、
１５２２、１５２３の１、１５２３の２、
１５２４の１、１５２４の２、１５２５の１、
１５２５の２、１５２６の１、１５２６の２、
１５２７、１５２７の１

菱潟 ２６６５から２６６７までの各一部、２６６８、
２６７９の１の一部、２６７９の３の一部、
２６８０の１の一部、
２６８１から２６８５までの各一部、
２６８６から２６９３まで、
２６９４の１、２６９４の２、２６９５、２６９６、
２６９７の１、２６９７の３、２６９８の１、
２６９８の３から２６９８の５まで、２６９９の１、
２６９９の３から２６９９の５まで、
２７００の１、２７００の３、２７０１の１、

変　　　　　　　更　　　　　　　前 変　更　後
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別紙（変更調書）

大字 字 地　　　　　　　番 大字 字

変　　　　　　　更　　　　　　　前 変　更　後

花見 菱潟 ２７０１の３、２７０２の１、２７０２の２、 花見
２７０３の１、２７０３の２、２７０４、２７０５の１、
２７０５の２、２７０６から２７１５まで、
２７２０の１、２７２０の２、２７２１の１、
２７２１の２、２７２２、
２７２３の１から２７２３の３まで、
２７２４から２７２７まで

杣木 頭無 ４６の一部、４７から５４まで、５５の一部、
５６の一部、５７から６４まで、６５の一部、
７５の１の一部、７６から９９まで、１００の一部

桜町 潟 １６９の一部、１７０から１７３まで、１８１３、
１８１４、１８２７、１８２８

灰方 北 １２６２
筒向 １２５８の１の一部、１２５９の１の一部、

１２６０の１の一部、１２６１の２の一部、１２６５
米納津 表 １１９７１の一部、１１９７２の一部、

１１９７３の１の一部、１１９７４の１の一部、
１１９７５から１１９８０までの各一部

頭無 １１９８１から１１９９０まで、
１２１９５から１２１９８まで、
１２１９９から１２２０３までの各一部

四十石 １２０８０から１２０８９までの各一部、
１２０９０の１の一部、１２０９１の１の一部

庚塚 表 １４の１の一部、１４の２、１５の１の一部、
１５の２、１６の１の一部、１６の２、１７の１の一部、
１７の２、１８の１の一部、１８の２、１９の１の一部、
１９の２、２０の２の一部

花見 徳左エ門下 ５４２の一部、５４３から５４８まで、５４９の一部 燕
燕 荒床 １７４から１８０まで、１８１の１から１８１の３まで、

１８２から１８４まで、１８５の１、１８５の２、
２１９の１、２１９の２、２２０、２２１の１、
２２１の２、２２２から２４２まで

津雲 ２４３の１、２４３の２、２４４から２４６まで、
２５２から２５４まで、２７１から２８５まで、
２８６の１、２８６の２、２８７の１、２８７の２、
２８８から２９１まで、２９２の１、２９２の２、
２９３から３１３まで、３１４の１、３１４の２、
３１５から３１７まで、３１８から３２０までの各一部、
３２２から３２５までの各一部、３２６の１の一部、
３２６の２の一部、３４７から３４９まで、
３５０の１、３５０の２、３５１の１、３５１の２、
３５２から３６１まで

杣木 頭無 ３５の１、３５の２、３６の１、３６の２、
３７から４５まで、４６の一部、６５の一部、
６６から７１まで、７２の１、７２の２、７３、
７４の１、７４の２、７５の１の一部、７５の２、
１４０の１の一部、１４０の２の一部

花見 嘉佐エ門田 １１０５の一部、１１０６から１１０９まで 杣木
田堤 １２６７の一部、１２６９、１２７０、１２７１の一部、
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別紙（変更調書）

大字 字 地　　　　　　　番 大字 字

変　　　　　　　更　　　　　　　前 変　更　後

花見 田堤 １３７９の一部、１３８０から１３８４まで、 杣木
１３８５の一部

水葉 １４２５の一部、１４２６、１４２８、１４２９、
１４３２から１４３８までの各一部

菱潟 ２６６４の１、２６６４の２、
２６６５から２６６７までの各一部

杣木 頭無 ５５の一部、５６の一部、１００の一部、
１０１から１２５まで、１２６の一部、１５６の一部、
１５７から１６５まで

東太田 頭無 ２７から５０まで、５１の一部、５６の一部、
５７から７９まで

灰方 筒向 １２５５の１、１２５６の１から１２５６の４まで、
１２５７の１、１２５７の２、１２５８の１の一部、
１２５８の２、１２５９の１の一部、
１２５９の２の一部、１２６０の２の一部、
１２６１の４の一部、２７９８

米納津 頭無 １２１９９から１２２０３までの各一部
庚塚 十八石 １から１２まで
松橋 西 ７８２の１、７８３の１、７８４の一部、７８５の一部、 松橋

７９１の１の一部、７９２の１、９９１の１、
９９２の１、９９３、９９４の２、９９６の３、
９９７の２、９９８の２、９９９の２、１０００の２、
１００１の２、１００２から１０１１まで、
１０１２の１、１０１７の１、
１０１８から１０２１まで、１０２２の１、
１０２２の２、１０２３から１０３４まで、
１０３５の一部、１０３６の一部

米納津 四十石 １２０８７から１２０８９までの各一部、
１２０９０の１の一部、１２０９１の１の一部、
１２０９２の１、１２０９３の１、１２０９４、
１２０９５の一部、１２１０９の一部、
１２１１７の一部、１２１１８から１２１２１まで、
１２１２２の一部、１２１２３の一部、
１２１３８の１の一部、
１２１３９の１から１２１３９の３まで、
１２１３９の４の一部、１２１４２の一部、
１２１４３の一部、１２１４４の１、
１２１４４の２、１２１４５の一部、１３７５３の５、
１３７７２の３、１３７７２の４

庚塚 表 ３４から３８までの各一部
花見 十八石 １００２から１００４までの各一部 桜町 
桜町 潟 １５２から１６５まで、１６６の１、１６６の２、

１６８の１、１６８の２、１６９の一部、
１７７２、１７７３、１７７４の１、１７７４の２、
１７７５から１７７８まで、１７７９の一部、
１７８１、１７８３、１７８８から１７９０まで、
１７９６から１８０２まで、１８０３の一部、
１８０５の一部、１８０７から１８１１まで、
１８１２の一部
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別紙（変更調書）

大字 字 地　　　　　　　番 大字 字

変　　　　　　　更　　　　　　　前 変　更　後

米納津 頭無 １０５９７ 桜町
表 １１９５１から１１９５５までの各一部、  

１１９６５の一部、１１９６６の一部、
１１９６７の１の一部、１１９６７の２、
１１９６８の一部

燕 津雲 ３１８から３２０までの各一部、 東太田
３２２から３２５までの各一部、
３２６の１の一部、３２６の２の一部、３２８の１、
３２８の２、３３６の１、３３６の２、
３３７から３４６まで、３６２から３６４まで、３７６、
３８２から３８７まで、３８８の１、３８８の２、
３８９の１、３８９の２、３９０から３９８まで

杣木 頭無 １２６の一部、１２７から１３６まで、１３７の２、
１３７の３、１３８、１３９、１４０の１の一部、
１４０の２の一部、１４１の２、１４１の３、
１４２から１５５まで、１５６の一部

東太田 頭無 ５１の一部、５２から５５まで、５６の一部
花見 菱潟 ２６７６の１から２６７６の３まで、２６７７の１、 灰方  

２６７７の２、２６７８の１、２６７８の３、
２６７９の１の一部、２６７９の３の一部、
２６８０の１の一部、２６８０の３、
２６８１から２６８５までの各一部

灰方 筒向 １２５９の１の一部、１２５９の２の一部、
１２６０の１の一部、１２６０の２の一部、
１２６１の２の一部、１２６１の４の一部

花見 下ケ江西 ２４２８の１、２４２８の２、 米納津
２４２９から２４３２まで、２４３３の１、
２４３３の２、２４３４から２４５０まで、
２４５１の１、２４５１の２、
２４５２の１から２４５２の３まで、
２４５３の１、２４５３の２、２４６０の３

水葉 花見字水葉１５３７の１、１５３７の２の地先の道路、
水路である公有地の各一部

徳左エ門下 米納津字表１１９９２の１の地先の道路、水路である
公有地の各一部

松橋 西 ７８４の一部、７８５の一部、７８６の１、７８７の１、
７８８の１、７８９の１、７９０の１、
７９１の１の一部、１０１３の１、１０１４、１０１５、
１０１６の１、１０３５の一部、１０３６の一部

桜町 潟 １７７９の一部、１７８０、１８０３の一部、
１８０５の一部、１８１２の一部、１８２９

米納津 頭無 １０５９５、１０５９６
イリウ １１７２８の４、１１７２８の５、１１８０３の１、

１１８０３の２、１１８０４から１１８１０まで
表 １１８７０の５、１１９２０から１１９５０まで、

１１９５１から１１９５５までの各一部、
１１９５６から１１９６０まで、１１９６１の１、
１１９６１の２、１１９６２、１１９６３の１、
１１９６３の２、１１９６４、１１９６５の一部、
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別紙（変更調書）

大字 字 地　　　　　　　番 大字 字

変　　　　　　　更　　　　　　　前 変　更　後

米納津 表 １１９６６の一部、１１９６７の１の一部、 米納津
１１９６８の一部、１１９６９、１１９７０、
１１９７１の一部、１１９７２の一部、
１１９７３の１の一部、１１９７４の１の一部、
１１９７５から１１９８０までの各一部、
１１９９１の１、１１９９１の２、１１９９２の１、
１１９９２の２、１１９９３の１、１１９９３の２、
１１９９４から１１９９６まで、１１９９７の１、
１１９９８から１２０１０まで、
１２０１１の１から１２０１１の３まで、
１２０１２から１２０１６まで、１２０１７の１、
１２０１７の２、１２０１８の１、１２０１８の２、
１２０１９から１２０２７まで、
１２０２８の１、１２０２８の２、
１２０２９から１２０４１まで、
１２０４２の１、１２０４２の２、
１２０４３から１２０５０まで

四十石 １２０７１、１２０７２、１２０７３の一部、
１２０７７から１２０７９まで、
１２０８０から１２０８７までの各一部、
１２０９５の一部、１２０９６から１２１０４まで、
１２１０５の１、１２１０５の２、
１２１０６から１２１０８まで、１２１０９の一部、
１２１１０の１、１２１１０の２、
１２１１１から１２１１４まで、
１２１１５の１、１２１１５の２、１２１１６、
１２１１７の一部、１２１２２の一部、
１２１２３の一部、１２１２４から１２１３０まで、
１２１３１の２、１２１３２の１、１２１３３の１、
１２１３４の１、１２１３５、１２１３６の１、
１２１３６の２、１２１３７、１２１３８の１の一部、
１２１３８の２、１２１３９の４の一部、
１２１４０、１２１４１、１２１４２の一部、
１２１４３の一部、１２１４５の一部、
１２１４６から１２１５３まで、
１２１５４の１から１２１５４の３まで、１２１５５、
１２１６１の１、１２１６１の２、１２１６５の１、
１２１６６の１、１２１６９、１２１７０の１、
１２１７０の４、１２１７３、１２１７５、１３７４４

庚塚 表 １４の１の一部、１５の１の一部、１６の１の一部、
１７の１の一部、１８の１の一部、２１、２１の１、
２１の２、２２の１、２２の２、２３、２４の一部、
２５の一部、３１の一部、３２、３３、３４の一部、
３８から４１までの各一部、４２、４３、４４の１、
４４の２、４５の１から４５の３まで

花見 水葉 １４４９の一部、１４５０の一部、 庚塚
１４５８から１４６１までの各一部、１４６３の一部、
１４６４の一部、１４７４の一部、１４７５の一部、
１４７７の一部、１４７８の一部、１４８２、１４８３、
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別紙（変更調書）

大字 字 地　　　　　　　番 大字 字

変　　　　　　　更　　　　　　　前 変　更　後

花見 水葉 １４８４の１、１４８４の２、１４８５の１の一部、 庚塚
１４８５の２、１４８６の１の一部、
１４８６の２の一部、１５２８の１、１５２８の２、
１５２９の１、１５２９の２、１５３０の１、
１５３０の２、１５３１の１、１５３１の２、
１５３２の１、１５３２の２、１５３３の１、
１５３３の２、１５３４の１、１５３４の２、
１５３５の１、１５３５の２、１５３６の１、
１５３６の２、１５３７の１、１５３７の２

田堤 １４６２の一部
米納津 四十石 １２０７３の一部、１２０７４から１２０７６まで
庚塚 表 １８の１の一部、１９の１の一部、２０の１、

２０の２の一部、２４の一部、２５の一部、
２６から３０まで、３１の一部、
３４から４１までの各一部

及び当該変更に伴う公有地を含む

【備考】
・変更後は、大字名のみになります。
・地番は、換地処分により新たな地番となります。
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字変更を必要とした理由 

 

 

 

 下記土地改良事業の施行により、当市の区域内の字を変更し整理するもの

である。 

 

 

 

記 

 

 

１．事  業  名   経営体育成基盤整備事業  

 

２．事 業 主 体   新 潟 県 

 

３．地  区  名   花 見 地 区 

 

４．換 地 区 名   全 換 地 区 

 

５．換地処分予定年月  令和 ３ 年 ３ 月 
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